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１．背景 

ラオスにおける公証役場法は 1991 年 12 月に制定され、その後、2009 年

に改正されています。公証役場法が施行されてから、約 20 年以上経過し

ていますが、公証役場制度がラオス国民にいまだ理解されていないこと、

契約書がラオス法に準拠していないことを理由とした紛争等が多く発生

しており、同制度の国民への周知および制度の強化に関する通達が 2016 年に首相から発

行されています。 

今回、ラオス政府は、2022 年 12 月 29 日付で公証役場法を改正、2023 年 3 月 15 日に官

報に掲載、3 月 30 日より施行される予定となっています。ラオスにおいて、公的な公証機

関は司法省管轄下の機関と外務省管轄下の大使館、領事館が担う認証作業があります。契

約内容によっては、多くの関連書類を要求されたり、契約内容の修正を求められたりする

ことが多く、他国と比較しても、手続きが複雑であり、また、公証人による恣意的な判断

も散見される状態でした。今回の改正により、どのような契約書を公証すべきか、より明

確に示されていますので、国民の公証に対する意識が高まることが期待されます。 

今回は、司法省管轄下の機関での公証（以下、公証役場）を中心に解説いたします。 

２．公証の対象、種類 

公証役場において、対象となる認証の種類は以下の通りです（同法第 9 条）。 

１）契約書 

２）遺言 

３）夫婦の財産に関する所有権の確認（婚前財産、婚姻財産、共同財産） 

４）原本からコピーした文書 

５）署名または拇印 

６）人物証明（写真と本人を照合） 



 

７）文書提出先および提出日 

８）翻訳 

９）遺産相続に関する書面 

１０）その他文書 

翻訳文書も公証可能かどうかというご質問を受けますが、同法第 17 条によると、「外国

語からラオス語、ラオス語から外国語の文書」が公証可能と規定されています。過去の実

務においては、例えば、日本語から英語へ翻訳した文書であっても認証が可能ですが、ラ

オス語訳が必須となりますので、ご留意ください。 

なお、公証役場は、翻訳内容が正しいか否かは判断しませんので、翻訳者が責任を持つこ

ととなると規定されています（同法第 17 条）。実務的には、翻訳会社が翻訳したという

証拠がある翻訳証明を公証役場に提出することが、望ましいといえます。 

 

３．契約書の公証 

同法の改正前は、どのような契約書が公証の対象であるのか詳細な記載はありませんでし

たが、改正後は以下の通り、いくつか分類されています。なお、下記に分類されない契約

書であっても、公証することが可能です（同法第 10 条）。 

１．登録済み車両の売買、交換、リース、譲渡契約 

２．不動産の売買、交換、リース、譲渡契約 

３．不動産および登録済み車輛担保設定したローン契約 

４．合弁契約書 

５．株式、またはあらゆる活動の売買、譲渡契約 

６．コンセッション契約 

７．法律で公証が義務付けられている契約 

 



 

４．認証の意義、効果 

事実と法律に従って認証された契約書や文書は、活動を行う中で、契約当事者、公証申請

人または関係者にとって、より高い証拠力が認められ、契約書が適法であるという重要な

要素となります。また、認証があれば、紛争解決の検討又は当局の訴訟手続き上、法的な

根拠となり、執行力が高まると、規定されています（同法第 19 条）。 

 

5．認証の手続き 

契約書の公証を必要とする者は、自身の居住地、契約締結地、不動産の所在地に所在する

所轄の公証役場へ直接又はオンラインで申請1をすることが可能です（同法第 21 条）。 

公証人は、申請書受理後、3 日以内に、関連資料が真正性、適法性、事実の存在等を検討

します。書類に不備や誤りがあった場合は、書類の訂正や追加資料の提出を求めて、最大

で 15 日間、検討する期日を延長することが可能となっています（同法第 22 条）。 

その後、公証人の面前で契約書の内容を認証、承諾、合意するため、一部例外を除き、署

名者本人が公証役場へ出向く必要があります（同法第 24 条）。当事者が同日に出向けな

い場合は、別々の日に設定することも可能となっています。 

実務的には、例えば、担保契約書の場合、公証役場の書式に従い、公証人の面前で同契約

に署名したことを自らラオス語で記述し、署名をすることになります。従って、署名者本

人がラオス語を解せない場合、ラオス語が理解できる通訳者を伴う必要がありますので、

留意が必要です。 

以 上 

〈注記〉 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございま

す。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

                                                           
1 オンライン化については、2023 年 3 月時点では、まだ導入されていない状況です。 



 

 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレス

で包括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネッ

トワークです。One Asia Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国

にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根

差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。 

   One Asia Lawyers Group ラオス事務所においては、常駐日本人専門家 1 名を含む合計 6

名の体制で対応を行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いた

サービスを提供しております。各種フォーマットの提供や動画配信（例えば、「ラオスに

おける解雇規制とその留意点」等）を行っております。 

 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

 

yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 

satomi.uchino@oneasia.legal （内野 里美） 

 

藪本 雄登 One Asia Lawyers メコン地域統括  One Asia Lawyers の前身となる

JBL Mekong グループを 2011 年に設立。メコン地域流域諸国を統括。カンボジア、

ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムで数年間の駐在・実務経験を有し、タイや

CLMV の各国につき、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対する

各種サポートを行う。 

内野 里美 弁護士法人 One Asia ラオス事務所  2016 年より One Asia Lawyers 

ラオス事務所に駐在。ラオス国内で 15 年以上の実務経験を有する。ラオス語を駆使し、

現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各種サポートを行う。 

 


